
JP 6350787 B2 2018.7.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定停止条件が成立すると車両に搭載される内燃機関の運転を自動停止し、更には所定
再始動条件が成立したときに前記内燃機関を再始動させる機能を有した車両の制御装置に
おいて、
　前記車両が走行する走行路の斜面勾配を検出する斜面勾配検出手段と、
　前記斜面勾配より第１フィルタにて振動成分を除去した第１推定勾配を算出する第１推
定勾配算出手段と、
　前記斜面勾配より第２フィルタにて振動成分を除去した第２推定勾配を算出する第２推
定勾配算出手段と、
　前記内燃機関の運転を前記所定停止条件の成立による自動停止と前記所定再始動条件の
成立による再始動とによって制御するアイドルストップ制御手段と、を備え、
　前記第２フィルタは、前記第１フィルタよりも遅れ成分を小さくしたフィルタであって
、
　前記アイドルストップ制御手段は、前記第１推定勾配が第２閾値よりも小さいときに前
記所定停止条件が成立すると前記内燃機関の運転の自動停止を行い、前記第２推定勾配が
第１閾値よりも大きいときに前記所定再始動条件の成立に関わらず前記内燃機関の再始動
を行うことを特徴とする車両の制御装置。
【請求項２】
　前記斜面勾配検出手段は、前記内燃機関の運転の自動停止から前記車両の停止までの前
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記斜面勾配である停車時斜面勾配を繰り返し検出し、
　前記第２推定勾配算出手段は、前記停車時斜面勾配より前記第２フィルタにて振動成分
を除去した前記第２推定勾配を繰り返し算出し、
　前記第２推定勾配が前記第１閾値を超えたときに前記所定再始動条件の成立に関わらず
前記内燃機関の再始動を行うことを特徴とする、請求項１に記載の車両の制御装置。
【請求項３】
　前記所定停止条件には、運転者の前記車両のブレーキペダルの操作開始が含まれ、
　前記斜面勾配検出手段は、前記車両のブレーキペダルの操作開始から前記内燃機関の運
転が自動停止するまでの間の前記斜面勾配である自動停止時斜面勾配を繰り返し検出し、
　前記第１推定勾配算出手段は、前記自動停止時斜面勾配より前記第１フィルタにて振動
成分を除去した前記第１推定勾配を繰り返し算出し、
　前記アイドルストップ制御手段は、前記第１推定勾配に正比例して増加するように設定
された前記第１閾値を算出し、前記第２推定勾配が前記第１閾値を超えたときに前記内燃
機関を前記所定再始動条件の成立に関わらず再始動させることを特徴とする、請求項１又
は２に記載の車両の制御装置。
【請求項４】
　前記アイドルストップ制御手段は、前記第１推定勾配に正比例して増加するように設定
された判定時間を算出し、前記第２推定勾配が前記判定時間以上継続して前記第１閾値を
超えたときに、前記内燃機関を前記所定再始動条件の成立に関わらず再始動させることを
特徴とする、請求項３に記載の車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制御装置に関し、特に車両の勾配路走行時における内燃機関の制御に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両では、燃費の向上や排気の排出量の低減を目的として、信号待ちや他車
両の通過待ち等の車両の停止時に内燃機関の運転（アイドル運転）を自動で停止し、そし
て、運転者によるブレーキペダルの操作が解除され、車両の走行を開始する時に再度内燃
機関の運転を自動で開始するアイドルストップ制御が行われている。
　そして、特許文献１では、運転者によるアクセルペダルの踏み込み量が０（ゼロ）とな
り、車両減速状態となると内燃機関への燃料供給を停止して、内燃機関の運転を自動で停
止する。そして、車両が減速状態であっても、運転者によるブレーキペダル操作の解除、
及びアクセルペダルの操作が行われると再度内燃機関の運転を開始して、内燃機関の運転
停止状態を長くすることで更に燃費の向上及び排気の排出量の低減を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－６３００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１のエンジン制御装置では、車両が減速状態であるときに、内燃機関の運
転を自動で停止している。そして、車両が減速状態であっても、運転者によるブレーキペ
ダル操作の解除、及びアクセルペダルの操作が行われると、再度内燃機関の運転を開始し
ている。
　そして、上記特許文献１のエンジン制御装置では、例えば、車両が勾配路を登坂走行中
であっても、車両が減速状態となると内燃機関の運転が自動停止し、更に車速が低下した
後に運転者によるブレーキペダル操作が解除されると内燃機関を再始動させている。
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【０００５】
　しかしながら、運転者のブレーキペダル操作を解除してから内燃機関が出力を発生する
までには時間を要することから、運転者のブレーキペダル操作を解除してから内燃機関が
出力を発生するまでの間に、車両が勾配路を後方へ下がる虞があり好ましいことではない
。
　本発明は、この様な問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、
車両が勾配路の登坂走行中であっても、不用意に車両が後方へ下がることを防止すること
のできる車両の制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１の車両の制御装置では、所定停止条件が成立す
ると車両に搭載される内燃機関の運転を自動停止し、更には所定再始動条件が成立したと
きに前記内燃機関を再始動させる機能を有した車両の制御装置において、前記車両が走行
する走行路の斜面勾配を検出する斜面勾配検出手段と、前記斜面勾配より第１フィルタに
て振動成分を除去した第１推定勾配を算出する第１推定勾配算出手段と、前記斜面勾配よ
り第２フィルタにて振動成分を除去した第２推定勾配を算出する第２推定勾配算出手段と
、前記内燃機関の運転を前記所定停止条件の成立による自動停止と前記所定再始動条件の
成立による再始動とによって制御するアイドルストップ制御手段と、を備え、前記第２フ
ィルタは、前記第１フィルタよりも遅れ成分を小さくしたフィルタであって、前記アイド
ルストップ制御手段は、前記第１推定勾配が第２閾値よりも小さいときに前記所定停止条
件が成立すると前記内燃機関の運転の自動停止を行い、前記第２推定勾配が第１閾値より
も大きいときに前記所定再始動条件の成立に関わらず前記内燃機関の再始動を行うことを
特徴とする。
【０００７】
　また、請求項２の車両の制御装置では、請求項１において、前記斜面勾配検出手段は、
前記内燃機関の運転の自動停止から前記車両の停止までの前記斜面勾配である停車時斜面
勾配を繰り返し検出し、前記第２推定勾配算出手段は、前記停車時斜面勾配より前記第２
フィルタにて振動成分を除去した前記第２推定勾配を繰り返し算出し、前記第２推定勾配
が前記第１閾値を超えたときに前記所定再始動条件の成立に関わらず前記内燃機関の再始
動を行うことを特徴とする。
　また、請求項３の車両の制御装置では、請求項１又は２において、前記所定停止条件に
は、運転者の前記車両のブレーキペダルの操作開始が含まれ、前記斜面勾配検出手段は、
前記車両のブレーキペダルの操作開始から前記内燃機関の運転が自動停止するまでの間の
前記斜面勾配である自動停止時斜面勾配を繰り返し検出し、前記第１推定勾配算出手段は
、前記自動停止時斜面勾配より前記第１フィルタにて振動成分を除去した前記第１推定勾
配を繰り返し算出し、前記アイドルストップ制御手段は、前記第１推定勾配に正比例して
増加するように設定された前記第１閾値を算出し、前記第２推定勾配が前記第１閾値を超
えたときに前記内燃機関を前記所定再始動条件の成立に関わらず再始動させることを特徴
とする．
【０００８】
　また、請求項４の車両の制御装置では、請求項３において、前記アイドルストップ制御
手段は、前記第１推定勾配に正比例して増加するように設定された判定時間を算出し、前
記第２推定勾配が前記判定時間以上継続して前記第１閾値を超えたときに、前記内燃機関
を前記所定再始動条件の成立に関わらず再始動させることを特徴とする．
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、第２フィルタを第１フィルタより遅れ成分を小さくしたフィ
ルタ、即ち第１フィルタよりも高い周波数のみ除去することのできる１次ローパスフィル
タとすることで、外乱成分を含んだ斜面勾配から現在の勾配に対して第１推定勾配よりも
応答性のよい第２推定勾配を算出することができる。そして、アイドルストップ制御手段
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は第１推定勾配よりも応答性のよい第２推定勾配に基づいて、内燃機関の再始動の判定を
行うことで、車両の走行する走行路の勾配に応じて、運転者の意図によらずに内燃機関を
素早く始動させることができる。
【００１１】
　したがって、例えば、車両が勾配のある走行路、所謂勾配路を登坂中に、車両が減速し
て内燃機関の自動停止が行われた後に、運転者がブレーキペダル操作を解除してから内燃
機関が出力を発生するまでの間に、車両が勾配路を後方へ下がる虞のあるような勾配では
、予め内燃機関を始動させておくことができ、運転者のブレーキペダル操作解除時には、
内燃機関が出力を早期に発生させることができるので、勾配路の登坂走行中であっても、
不用意に車両が後方へ下がることを防止できる。
【００１２】
　また、請求項２の発明によれば、繰り返し検出した内燃機関の運転の自動停止から車両
の停止までの斜面勾配である停車時斜面勾配より第２フィルタにて振動成分を除去した第
２推定勾配を繰り返し算出し、第２推定勾配が第１閾値を超えたときに所定再始動条件の
成立に関わらず前記内燃機関の再始動を行うことで、例えば、運転者のブレーキペダル操
作の開始から内燃機関の運転の自動停止までの斜面勾配と、内燃機関の運転の自動停止か
ら車両の停止までの斜面勾配とが途中で変化するような場合でも、内燃機関の運転の自動
停止後の斜面勾配に基づいて第２推定勾配を算出することで、誤判定を低減することがで
きる。
【００１３】
　また、請求項３の発明によれば、繰り返し検出した車両のブレーキペダルの操作開始か
ら、内燃機関の運転が自動停止するまでの間の前記斜面勾配である自動停止時斜面勾配よ
り第１フィルタにて振動成分を除去した前記第１推定勾配を繰り返し算出し、そして、第
１推定勾配に正比例して増加するように設定された第１閾値を算出し、第２推定勾配が第
１閾値を超えたときに内燃機関を所定再始動条件の成立に関わらず再始動させており、例
えば、閾値を一定とすると、車両が勾配路を走行すると外乱成分により第２推定勾配が変
化することで、閾値を超え不用意な内燃機関の再始動が実施される虞があるが、第１推定
勾配が大きくなるにつれて閾値を大きくすることで、車両の勾配路走行中に外乱成分によ
り第２推定勾配が大きく変化しても閾値を超えることを防止でき、外乱成分による誤判定
を低減することができる。
【００１４】
　また、請求項４の発明によれば、第１推定勾配に正比例して増加するように設定された
判定時間を算出し、第２推定勾配が判定時間以上継続して第１閾値を超えたときに内燃機
関を所定再始動条件の成立に関わらず再始動させており、例えば、第２推定勾配が外乱成
分により一時的に大きく変化した場合であっても、第２推定勾配が判定時間以上、閾値を
超えなければ、外乱成分による誤判定を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る車両の制御装置の概略構成図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る車両の制御装置の勾配判定エンジン制御の制御ルーチ
ンを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第２実施例に係る車両の制御装置の勾配判定エンジン制御の制御ルーチ
ンを示すフローチャートである。
【図４】本発明の第２実施例に係る車両の制御装置の第１推定勾配と第１閾値との関係を
示す図である。
【図５】本発明の第２実施例に係る車両の制御装置の第１推定勾配と判定時間との関係を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
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　図１は、本発明に係る車両の制御装置の概略構成図である。
　図１に示すように、車両の制御装置は、エンジンコントロールユニット（内燃機関制御
手段）１０と、アクティブスタビリティコントロールユニット２０と、ボディコントロー
ルユニット３０と、アイドルストップコントロールユニット４０と、車輪速センサ（斜面
勾配検出手段、車速検出手段）５１，５２，５３，５４及びブレーキスイッチ５５等の各
種センサとで構成されている。
【００１８】
　エンジンコントロールユニット１０は、車両や図示しないエンジン（内燃機関）に設け
られる各センサや、アクティブスタビリティコントロールユニット２０や、アイドルスト
ップコントロールユニット４０の出力に基づいて、図示しない燃料タンクより燃料配管を
介して燃料が供給され、変速機と駆動軸を介して駆動輪を駆動するエンジンの作動制御を
行うものである。そして、エンジンコントロールユニット１０は、アイドルストップコン
トロールユニット４０にエンジンの運転状態を示す信号を供給する。
【００１９】
　アクティブスタビリティコントロールユニット２０は、当該コントロールユニット内に
車両の前後方向の加速度を検出する前後加速度センサ（斜面勾配検出手段）２１を備えて
いる。そして、アクティブスタビリティコントロールユニット２０は、車輪速センサ５１
，５２，５３，５４等の各センサの出力に基づいて、車両状態を判別しエンジンやブレー
キの作動を制御して、駆動輪に加わる駆動力を制御するものである。そして、アクティブ
スタビリティコントロールユニット２０は、アイドルストップコントロールユニット４０
に車輪速センサ５１，５２，５３，５４から供給される車両の各車輪の回転速度と、前後
加速度センサ２１にて検出される前後加速度を供給するものである。
【００２０】
　車輪速センサ５１は、車両前方左側の車輪の回転速度を検出するものである。そして、
車輪速センサ５１は、アクティブスタビリティコントロールユニット２０に当該検出結果
を供給する。
　車輪速センサ５２は、車両前方右側の車輪の回転側速度を検出するものである。そして
、車輪速センサ５２は、アクティブスタビリティコントロールユニット２０に当該検出結
果を供給する。
【００２１】
　車輪速センサ５３は、車両後方左側の車輪の回転側速度を検出するものである。そして
、車輪速センサ５３、アクティブスタビリティコントロールユニット２０に当該検出結果
を供給する。
　車輪速センサ５４は、車両後方右側の車輪の回転側速度を検出するものである。そして
、車輪速センサ５４は、アクティブスタビリティコントロールユニット２０に当該検出結
果を供給する
【００２２】
　ボディコントロールユニット３０は、車両に備わるヘッドライトやドアミラー、ワイパ
ー等などの電装品を制御するものである。そして、ボディコントロールユニット３０は、
ブレーキスイッチ５５より検出結果が供給され、アイドルストップコントロールユニット
４０に当該検出結果を供給する。
　ブレーキスイッチ５５は、ブレーキペダルの踏み込み時にブレーキペダルの操作を検出
するものである。そして、ブレーキスイッチ５５は、ボディコントロールユニット３０に
当該検出結果を供給する。
【００２３】
　アイドルストップコントロールユニット４０は、車両の減速時や停止時に所定停止条件
が成立するとエンジンの運転を停止し、所定再始動条件が成立するとエンジンの再始動を
行うアイドルストップ制御を行うための制御装置であり、入出力装置、記憶装置（ＲＯＭ
、ＲＡＭ、不揮発性ＲＡＭ等）及び中央演算処理装置（ＣＰＵ）等を含んで構成される。
　アイドルストップコントロールユニット４０の入力側には、上記エンジンコントロール
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ユニット１０と、アクティブスタビリティコントロールユニット２０と、ボディコントロ
ールユニット３０とが接続されており、これらのコントロールユニットからの検出情報が
入力される。
【００２４】
　一方、アイドルストップコントロールユニット４０の出力側には、上記エンジンコント
ロールユニット１０が接続されている。
　また、アイドルストップコントロールユニット４０は、推定車速算出部（車速検出手段
）４１と、推定減速度算出部４２と、推定勾配算出部（斜面勾配検出手段、第１推定勾配
算出手段、第２推定勾配算出手段）４３と、アイドルストップ制御部（アイドルストップ
制御手段）４４とを含んで構成されている。
【００２５】
　推定車速算出部４１は、アクティブスタビリティコントロールユニット２０より供給さ
れる車輪速センサ５１，５２，５３，５４にて検出された各車輪の回転速度より、車両の
現在の車速の推定値である推定車速Ｖ(n)（本発明の車速に相当）を算出するものである
。詳しくは、車輪速センサ５１，５２，５３，５４にて検出された各車輪の回転速度より
それぞれに車速を算出し、そして、それぞれの車輪より算出される車速の平均値である４
輪平均車速Ｖa(n)を算出する。なお、４輪平均車速Ｖa(0)と推定車速Ｖ(0)は、初期値は
推定車速Ｖ(0)＝４輪平均車速Ｖa(0)である。そして、４輪平均車速Ｖa(0)と、ローパス
フィルタ係数Ｆvと、前回算出された推定車速である前回推定車速Ｖ(n-1)と、下記式（１
）より推定車速Ｖ(n)を算出する。そして、推定車速算出部４１は、当該算出結果を推定
減速度算出部４２に供給する。なお、推定車速Ｖ(n)の算出に４輪平均車速Ｖa(n)を用い
ているが、例えば、従動輪の平均値より算出される従動輪平均車速、或いは最速の車輪よ
り算出される最速車輪速を用いてもよい。
【００２６】
　　　　　Ｖ(n)＝Ｖa(n)×Ｆv＋Ｖ(n-1)×（１－Ｆv）・・・・（１）
　推定減速度算出部４２は、推定車速算出部４１にて算出された推定車速Ｖ(n)と、前回
の推定車速Ｖ(n-1)と、下記式（２）より、現在の推定車速Ｖ(n)と前回の推定車速Ｖ(n-1
)の時間当たりの変化量、即ち現在の減速度の推定値である推定減速度Ｇc(n)を算出する
。そして、推定減速度算出部４２は、当該算出結果を推定勾配算出部４３に供給する。
【００２７】
　　　　　Ｇc(n)＝（Ｖ(n)－Ｖ(n-1)）／Δｔ・・・・（２）
　推定勾配算出部４３は、アクティブスタビリティコントロールユニット２０より供給さ
れる前後加速度センサ２１にて検出された前後加速度Ｇa(n)と、推定減速度算出部４２に
て算出された推定減速度Ｇc(n)と、下記式（３）より斜面勾配Ｓc(n)を算出する。
　　　　　斜面勾配Ｓc(n)＝Ｇa(n)－Ｇc(n)・・・・（３）
　そして、推定勾配算出部４３は、斜面勾配Ｓc(n)に対して１次ローパスフィルタ処理を
行い、第１推定勾配Ｓ1(n)と第２推定勾配Ｓ2(n)を算出する。詳しくは、斜面勾配Ｓc(n)
と、前回に算出された第１推定勾配Ｓ1(n-1)或いは第２推定勾配Ｓ2(n-1)と、第１フィル
タＦ1（例えば０．００３～０．００６）或いは第２フィルタＦ2（例えば、０．０６３～
０．１８８）と、下記式（４）或いは下記式（５）より第１推定勾配Ｓ1(n)と第２推定勾
配Ｓ2(n)を算出する。そして、算出結果をアイドルストップ制御部４４に供給する。第１
フィルタＦ1は、第２フィルタＦ2よりも外乱成分を多く除去することができるフィルタで
あり、第２フィルタＦ2よりも小さい値に設定される。即ち、第１フィルタＦ1は、低周波
数のみ抽出することのできるフィルタであり、第２フィルタＦ2は、第１フィルタＦ1より
も遅れ成分を小さくしたフィルタである。なお、第１推定勾配Ｓ1(n)に用いられる斜面勾
配Ｓc(n)は、運転者が車両のブレーキペダルの操作開始し、エンジンの運転が自動停止し
た時の斜面勾配Ｓc(n)である（本発明の自動停止時斜面勾配に相当）。また、第２推定勾
配Ｓ2(n)に用いられる斜面勾配Ｓc(n)は、エンジンの運転の自動停止から車両の停止まで
の斜面勾配Ｓc(n)である（本発明の停車時斜面勾配に相当）。
【００２８】
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　　　　　　Ｓ1(n)＝Ｓc(n)×Ｆ1＋Ｓ1(n-1)×（１－Ｆ1）・・・・（４）
　　　　　Ｓ2(n)＝Ｓc(n)×Ｆ2＋Ｓ2(n-1)×（１－Ｆ2）・・・・（５）
　アイドルストップ制御部４４は、車両の運転状態と、エンジンの運転状態、ボディコン
トロールユニット３０を介して供給されるブレーキスイッチ５５にて検出されたブレーキ
ペダルの操作状態と、推定勾配算出部４３にて算出される第１推定勾配Ｓ1(n)と、第２推
定勾配Ｓ2(n)とに基づいて、エンジンの運転の自動停止と再始動を制御するものであり、
エンジンを自動停止させる停止要求信号やエンジンを再始動させる再始動要求信号をエン
ジンコントロールユニット１０に供給する。
【００２９】
　そして、このように構成されるアイドルストップコントロールユニット４０は、エンジ
ンコントロールユニット１０やアクティブスタビリティコントロールユニット２０やボデ
ィコントロールユニット３０等からの検出情報に基づいて車両状況を算出し、所定停止条
件（例えば、車速が所定車速以下であって、運転者によりブレーキペダルが操作されてい
る等）が成立するとエンジンの運転を自動停止させる停止要求信号を、所定再始動条件（
例えば、運転者によるブレーキペダル操作の解除等）が成立するとエンジンを再始動させ
る始動要求信号をエンジンコントロールユニット１０に供給するエンジン運転制御を行う
。
【００３０】
　また、アイドルストップコントロールユニット４０は、上記エンジン運転制御において
、車輪速センサ５１，５２，５３，５４により検出される各々の車輪の回転速度に基づい
て算出される推定減速度Ｇc(n)と、アクティブスタビリティコントロールユニット２０よ
り供給される前後加速度センサ２１にて検出される前後加速度Ｇa(n)とより車両が走行す
る走行路の勾配である斜面勾配Ｓc(n)を算出する。そして、当該斜面勾配Ｓc(n)と一次ロ
ーパスフィルタである第１フィルタＦ1或いは第２フィルタＦ2とに基づいて、第１推定勾
配Ｓ1(n)或いは第２推定勾配Ｓ2(n)を算出する。そして、第１推定勾配Ｓ1(n)或いは第２
推定勾配Ｓ2(n)に基づいて、エンジンの運転の自動停止、或いはエンジンの再始動を行う
勾配判定エンジン制御を行う。
［第１実施例］
　以下、このように構成された本発明の第１実施例に係る車両の制御装置の勾配判定エン
ジン制御について説明する。なお、本制御は、所定停止条件が成立するとエンジンの運転
を自動停止させ、所定再始動条件が成立するとエンジンを再始動させるエンジン運転制御
中に実施される。
【００３１】
　図２は、本発明の第１実施例に係る車両の制御装置の勾配判定エンジン制御の制御ルー
チンを示すフローチャートである。
　図２に示すように、ステップＳ１０では、第１推定勾配Ｓ1(n)を算出する。詳しくは、
推定車速算出部４１にて推定車速Ｖ(n)を算出し、推定減速度算出部４２にて推定減速度
Ｇc(n)を算出する。そして、推定勾配算出部４３にて、斜面勾配Ｓc(n)を算出し、第１推
定勾配Ｓ1(n)を算出する。そして、ステップＳ１２に進む。
【００３２】
　ステップＳ１２では、第２推定勾配Ｓ2(n)を算出する。詳しくは、ステップＳ１０での
第１推定勾配Ｓ1(n)の算出と同様に、推定勾配算出部４３にて、第２推定勾配Ｓ2(n)を算
出する。そして、ステップＳ１４に進む。
　ステップＳ１４では、エンジン自動停止モード中であるか、否かを判別する。詳しくは
、アイドルストップ制御部４４にて、車両の運転状態及びエンジンコントロールユニット
１０より供給されるエンジンの運転状態よりエンジンが自動停止中であるか、否かを判別
する。判別結果が真（Ｙｅｓ）でエンジン自動停止モード中であれば、ステップＳ１６に
進む。また、偽（Ｎｏ）で、エンジン自動停止モード中でなれば、ステップＳ２８に進む
。
【００３３】
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　ステップＳ１６では、推定車速Ｖ(n)が所定車速未満か、否かを判別する。判別結果が
真（Ｙｅｓ）で推定車速Ｖ(n)が所定車速未満であれば、本ルーチンをリターンする。ま
た、偽（Ｎｏ）で、推定車速Ｖ(n)が所定車速未満でなれば、ステップＳ１８に進む。な
お、所定車速とは、車両が勾配路に進入する際に、再始動するべき急な勾配路に進入する
前に停止することのできる車速である（例えば、３ｋｍ／ｈ）。
【００３４】
　ステップＳ１８では、第２推定勾配Ｓ2(n)が第１閾値（本発明の閾値に相当）よりも大
きいか、否かを判別する。詳しくは、アイドルストップ制御部４４にて、推定勾配算出部
４３にて算出された第２推定勾配Ｓ2(n)が第１閾値よりも大きいか、否かを判別する。判
別結果が真（Ｙｅｓ）で第２推定勾配Ｓ2(n)が第１閾値よりも大きければ、ステップＳ２
０に進む。また、偽（Ｎｏ）で、第２推定勾配Ｓ2(n)が第１閾値よりも大きくなければ、
ステップＳ２６に進む。
【００３５】
　ステップＳ２０では、カウンタに１を加える。即ちカウンタを１増加させる。そして、
ステップＳ２２に進む。
　ステップＳ２２では、カウンタが判定時間よりも大きいか、否かを判別する。判別結果
が真（Ｙｅｓ）でカウンタが判定時間よりも大きければ、ステップＳ２４に進む。また、
偽（Ｎｏ）で、カウンタが判定時間よりも大きくなければ、本ルーチンをリターンする。
【００３６】
　ステップＳ２４では、エンジンを再始動させる。詳しくは、アイドルストップ制御部４
４より再始動要求信号をエンジンコントロールユニット１０に供給し、エンジンを再始動
させる。そして、本ルーチンをリターンする。
　一方で、ステップＳ２６では、カウンタをリセットし、本ルーチンをリターンする。
　また、ステップＳ２８では、第１推定勾配Ｓ1(n)が第２閾値よりも小さいか、否かを判
別する。詳しくは、アイドルストップ制御部４４にて、推定勾配算出部４３にて算出され
た第１推定勾配Ｓ1(n)が第２閾値よりも小さいか、否かを判別する。判別結果が真（Ｙｅ
ｓ）で第１推定勾配Ｓ1(n)が第２閾値よりも小さければ、ステップＳ３０に進む。また、
偽（Ｎｏ）で、第１推定勾配Ｓ1(n)が第２閾値よりも小さくなければ、本ルーチンをリタ
ーンする。尚、意図しないエンジンの自動停止と再始動の繰り返し（ハンチング）を防止
するために、第２閾値は第１閾値よりも小さい値として設定している。
【００３７】
　ステップＳ３０では、エンジンを自動停止モードに移行する。詳しくは、アイドルスト
ップ制御部４４より停止要求信号をエンジンコントロールユニット１０に供給し、エンジ
ンを自動停止させる。そして、ステップＳ３２に進む。
　ステップＳ３２では、カウンタをリセットし、本ルーチンをリターンする。
　このように、本発明の第１実施例に係る車両の制御装置では、第１フィルタＦ1を低い
周波数のみを抽出することのできる１次ローパスフィルタとし、第１フィルタＦ1にて外
乱成分を多く除去することを可能とし、第２フィルタＦ2を第１フィルタＦ1よりも高い周
波数のみを除去することのできる１次ローパスフィルタとし、第２フィルタＦ2にて第１
フィルタＦ1より遅れ成分を小さくしている。そして、斜面勾配Ｓc(n)より第１フィルタ
Ｆ1にて振動成分を除去した現在の勾配に対して精度のよい高い第１推定勾配Ｓ1(n)と、
斜面勾配Ｓc(n)より第２フィルタＦ2にて振動成分を除去した現在の勾配に対して精度が
低下するものの応答性のよい第２推定勾配Ｓ2(n)とを算出している。そして、エンジンが
自動停止モード中でなければ、現在の勾配に対して精度の高い当該第１推定勾配Ｓ1(n)に
基づいて、エンジンの運転の自動停止を行ことで、第１推定勾配Ｓ1(n)の大きさによって
、現在の勾配に対して精度良くエンジンの運転の自動停止を行うことができる。また、現
在の勾配に対して精度が落ちるが応答性のよい第２推定勾配Ｓ2(n)にて、エンジンの再始
動の判定を行うことで、車両の走行する勾配路の勾配に応じて、運転者の意図によらずに
エンジンを素早く始動させることができる。
【００３８】
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　したがって、車両が勾配路を登坂中に、車両が減速してエンジンの自動停止が行われた
後に、運転者がブレーキペダル操作を解除してからエンジンが出力を発生するまでの間に
、車両が勾配路を後方へ下がる虞のあるような勾配では、予めエンジンを始動させておく
ことができ、運転者のブレーキペダル操作解除時には、エンジンが出力を早期に発生させ
ることができるので、勾配路の登坂走行中であっても、不用意に車両が後方へ下がること
を防止できる。
【００３９】
　また、エンジンの運転の自動停止から車両の停止までの斜面勾配Ｓc(n)に基づいて、第
２推定勾配Ｓ2(n)を算出しており、例えば、運転者のブレーキペダル操作の開始からエン
ジンの運転の自動停止までの斜面勾配Ｓc(n)と、エンジンの運転の自動停止から車両の停
止までの斜面勾配Ｓc(n)とが途中で変化するような場合でも、エンジンの運転の自動停止
後の斜面勾配Ｓc(n)に基づいて第２推定勾配Ｓ2(n)を算出することで、誤判定を低減する
ことができる。
【００４０】
　また、推定車速Ｖ(n)が所定車速未満であるときには、車両が後方へ下がるような勾配
路に進入することができず、また車両に備わる車輪速センサ５１，５２，５３，５４の検
出精度が低下することから、推定車速Ｖ(n)が所定車速未満であるときに、第２推定勾配
Ｓ2(n)に基づくエンジンの再始動を禁止することで、精度の低下した第２推定勾配Ｓ2(n)
を用いることによる不要なエンジンの再始動を抑制することができる。
［第２実施例］
　以下、本発明の第２実施例に係る車両の制御装置の勾配判定エンジン制御について説明
する。本制御は、第１実施例と同様に所定停止条件が成立するとエンジンの運転を自動停
止させ、所定再始動条件が成立するとエンジンを再始動させるエンジン運転制御中に実施
される。
【００４１】
　第２実施例では、上記第１実施例に対して、第１閾値と判定時間を第１推定勾配Ｓ1(n)
に基づいて、可変としている点が異なり、以下に上記第１実施例と異なるステップＳ１３
に付いて説明する。
　図３は、本発明の第２実施例に係る車両の制御装置の勾配判定エンジン制御の制御ルー
チンを示すフローチャートである。図４は、本発明の第２実施例に係る車両の制御装置の
第１推定勾配と第１閾値との関係を示す図である。そして、図５は、本発明の第２実施例
に係る車両の制御装置の第１推定勾配と判定時間との関係を示す図である。
【００４２】
　図３に示すように、ステップＳ１２にて、第２推定勾配Ｓ2(n)が算出されると、次にス
テップＳ１３では、第１閾値及び判定時間を算出する。詳しくは、ステップＳ１０にて算
出された第１推定勾配Ｓ1(n)と図４或いは図５とに基づいて、第１閾値及び判定時間を算
出する。なお、図４及び図５に示すように、第１閾値及び判定時間は、第１推定勾配Ｓ1(
n)が大きくなるにつれ、大きくなるように設定されている。
【００４３】
　そして、ステップＳ１８或いはステップＳ２２では、算出された第１閾値或いは判定時
間に基づいて、それぞれの判別を行う。
　このように、本発明の第２実施例では、第１推定勾配Ｓ1(n)と図４とに基づいて第１閾
値を算出し、第２推定勾配Ｓ2(n)が当該第１閾値を超えたときにエンジンを再始動させて
おり、例えば、第１閾値を一定とすると、車両が勾配路を走行すると外乱成分により第２
推定勾配Ｓ2(n)が大きく変化することで、第１閾値を超え不用意なエンジンの再始動が実
施される虞があるが、第１推定勾配Ｓ1(n)が大きくなるにつれて第１閾値を大きくするこ
とで、車両の勾配路走行中に外乱成分により第２推定勾配Ｓ2(n)が大きく変化しても閾値
を超えることを防止でき、外乱成分による誤判定を低減することができる。
【００４４】
　また、第１推定勾配Ｓ1(n)と図５とに基づいて判定時間を算出し、第２推定勾配Ｓ2(n)
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が判定時間以上第１閾値を超えたときにエンジンを再始動させており、例えば、第２推定
勾配Ｓ2(n)が外乱成分により一時的に大きく変化した場合であっても、第２推定勾配Ｓ2(
n)が判定時間以上第１閾値を超えなければ、エンジンの再始動が行われないので、外乱成
分による誤判定を低減することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　エンジンコントロールユニット（内燃機関制御手段）
　２１　前後加速度センサ（斜面勾配検出手段）
　４０　アイドルストップコントロールユニット
　４１　推定車速算出部（車速検出手段）
　４２　推定減速度算出部
　４３　推定勾配算出部（斜面勾配検出手段、第１推定勾配算出手段、第２推定勾配算出
手段）
　４４　アイドルストップ制御部（アイドルストップ制御手段）
　５１，５２，５３，５４　車輪速センサ（斜面勾配検出手段、車速検出手段）

【図１】 【図２】
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【図５】
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